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実施要領５（10）の過去実績につい

て、「業務履行実績の年度は問わない」

とありますが、現在供給中ないし買取中

の契約も含めてもよいでしょうか。

現在供給中又は買取中の契約を含めてい

ただいて結構です。

川口市電力地産地消事業

質   疑   応   答   書

質  問 回  答

実施要領４（９）契約書の締結が「令和

８年６月１日（月）予定」と記載されて

おりますが、落札後にも社内手続きが発

生する都合上、６月１日に間に合わない

可能性もありますが、ご了承いただけま

すか。

本件はプロポーザル方式による事業者選

定であるため、プレゼンテーション後に

優先交渉権者を選定し、契約内容等を協

議のうえ、随意契約を締結いたします。

このため、契約書の締結は、実施要領Ｐ

２「４ スケジュール（９）」に記載の

とおり、令和８年６月１日（月）を予定

していますが、貴社の社内手続の都合に

より当日に間に合わない場合は調整可能

です。

ただし、本件の履行期間は令和８年７月

１日午前０時から令和１２年３月３１日

２４時までとしており、７月１日からの

電力供給及び余剰電力の買取開始に支障

がない範囲であることを前提といたしま

す。

   注）この質疑応答書は仕様書の追補と見做す。質問の内容によっては回答に仕様内容等を含

     む場合もあることから、応募者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。
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入札書に記載する日付は、提出日・開札

日のいずれでしょうか。

本手続では「入札書」は用いず、様式7-

1～7-4の「提案見積書」をご提出いただ

きます。当該「提案見積書」に記載する

日付は、企画提案書の提出日（提出年月

日）をご記入ください。なお、優先交渉

権者の決定後、契約締結時に改めて見積

書をご提出いただきます。

実施要領Ｐ３ ６ 参加申込手続 に

「業務実績は、「電力供給契約」、「電

力売却契約」及び「自己託送」の実績に

ついて、それぞれ最大１０件まで記載

し、」と記載ありますが、同一自治体で

あっても契約期間がそれぞれ異なり契約

が別であれば、それぞれ1件として数え

てもよろしいでしょうか。

「電力供給契約」「電力売却契約」「自

己託送」の各項目では、同一の自治体と

の複数契約を別件として複数記載するこ

とはできません。契約期間が異なるなど

契約が別であっても、当該項目内におけ

る同一自治体の記載は１件に限ってくだ

さい。なお、同一の自治体を各項目間で

重複して記載することは差し支えありま

せん（例：「電力供給契約」、「電力売

却契約」及び「自己託送」のすべての項

目に同一自治体を各1件ずつ記載するこ

とは可能です）。また、「電力供給契

約」「電力売却契約」については国又は

地方公共団体との契約実績を、「自己託

送」については国、地方公共団体又は民

間事業者との契約実績を記載してくださ

い。

   注）この質疑応答書は仕様書の追補と見做す。質問の内容によっては回答に仕様内容等を含

     む場合もあることから、応募者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。
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プロポーザル評価基準  託送料金に

「託送料金のコストメリットは高い

か。」と記載ありますが、これは自己託

送運用に係る事業者の運用費用を計上し

た自己託送電力料金単価に自己託送量を

かけた自己託送電力料金合計を評価頂

く、という理解でよろしいでしょうか。

 また、使用電力料金については、負荷

追従電力料金単価に負荷追従電力量をか

けた負荷追従電力料金合計を評価頂く、

という理解でよろしいでしょうか。

ご質問の算定方法に限定して評価は行い

ません。「託送料金」及び「使用電力料

金」については、「提案見積書（詳

細）」に記載の各単価等について、企画

提案書の内容及びプレゼンテーションに

おける質疑応答の結果を踏まえ、総合的

に評価いたします。

実施要領P6  9プレゼンテーション (5)

その他 に「プレゼンテーションは提出

した企画提案に沿って、提案内容の説明

等を行うものとします。」との記載がご

ざいますが、プレゼンテーションに使用

する資料は企画提案書になりますでしょ

うか。それとも、プレゼンテーション用

に別途資料を用意してもよろしいでしょ

うか。

実施要領Ｐ６「９ プレゼンテーション

（５）その他」に記載のとおり、プレゼ

ンテーションは提出済みの企画提案書の

内容に沿って実施してください。なお、

プレゼンテーション用に別途資料をご用

意いただくことは可能ですが、当該資料

の内容は企画提案書の範囲内に限りま

す。

実施要領Ｐ６ ９プレゼンテーション

（５）その他 に「プロジェクター、ス

クリーンは本市で用意します。」と記載

ありますが、PCとプロジェクターを接

続するHDMIケーブルは貴市にて用意頂

けると理解してよろしいでしょうか。

プロジェクターと接続するHDMIケーブ

ルは本市にてご用意します。また、

USB Type-C端子からHDMI端子へ変換

するアダプターもご用意します。なお、

プレゼンテーション実施日前に、参加者

の希望に応じてPCとプロジェクターの

接続確認を行う機会を設ける予定です。

   注）この質疑応答書は仕様書の追補と見做す。質問の内容によっては回答に仕様内容等を含

     む場合もあることから、応募者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。
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電力供給仕様書５（５）に関して、「実

効性テストの実施に協力」とは自己託送

及び負荷追従電力の供給および計画値の

変更を指しますか。その他受注者に求め

られる業務があればご教示ください。

「実効性テストの実施に協力」とは、実

効性テストの発動指令があった際に、自

己託送計画値を修正し、実効性テストを

優先的に行うことを指します。なお、そ

の他の受注者に求められる業務に関して

は、優先交渉権者の決定後に協議の上で

対応を決定するものとします。

実施要領１、電力供給仕様書４（５）に

ついて、送電対象候補施設は＜対象施設

＞以外に候補地として決定している施設

はございますか。

現時点で、戸塚環境センター、朝日環境

センター及び鳩ヶ谷衛生センター以外に

送電対象候補として決定している施設は

ありません。なお、電力供給仕様書 Ｐ

３「４ 自己託送（５）」に記載の「自

己託送追加施設」についても、現時点で

は候補は未定です。

電力供給仕様書Ｐ４ ５ 特記事項

（５）について、万が一受注者が発動指

令に対応できず、貴市及びアグリゲータ

に損害を与えた場合は、受注者は当該損

害を負担し補償する、という理解でよろ

しいでしょうか。

特記事項（５）の趣旨は、受注者に対

し、① 実効性テストへの協力、②自己

託送ができない場合の負荷追従電力の供

給を求めるものです。従って、受注者が

発動指令に対応できなかったことにより

生じた当市又はアグリゲータの損害を一

律に受注者が負担・補償することまでを

求めるものではありません。

容量市場参加に係る発動指令の履行及び

これに伴う責任・ペナルティの取り扱い

は、市及びアグリゲータとの契約関係に

基づきます。なお、受注者が本業務にお

ける契約上の義務に違反した場合には、

契約約款等に基づき、当市に生じた損害

について適切に対応いただきます。

   注）この質疑応答書は仕様書の追補と見做す。質問の内容によっては回答に仕様内容等を含

     む場合もあることから、応募者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。
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電力供給仕様書５（３）で、「燃料費調

整等（東京電力エナジーパートナー株式

会社の市場調整ゼロプランにおける当該

時期の発表分を適用）を行う」としてい

るが、燃料調整費の算定方法を契約期間

中に変更することは可能でしょうか。

契約後の電気料金に関する燃料費調整等

については、東京電力エナジーパート

ナー株式会社の「市場調整ゼロプラン」

に準じたものとします。ただし、契約期

間中に東京電力エナジーパートナー株式

会社の電気需給約款[高圧／特別高圧]が

改訂された場合には、その内容について

別途協議が可能です。

余剰電力売却仕様書１にて「(中略) 非

FIT電力（自己託送電力を除く）を受注

者に売却するものである。」とあるが、

現在特定契約で売電しているFIT電力は

契約期間中、非FITになる予定はござい

ますか。

朝日環境センターはFIT契約が既に満了

しており、当該余剰電力は非FITです。

一方、戸塚環境センターは本件の契約期

間中も当該FIT契約を継続し、FIT電力

分を非FIT電力へ移行することはありま

せん。

余剰電力売却仕様書４(２）、６(４)に

関連して、「突発的な両環境センターの

発電停止や鳩ヶ谷衛生センターほか２施

設の受電停止等」による計画変更の通知

がなされなかった場合、その際に発生す

るインバランスについては別途協議する

ことは可能でしょうか。

原則として、余剰電力売却仕様書「４

一般送配電事業者（２）」の定めにより

ます。ただし、別途協議が可能です。

   注）この質疑応答書は仕様書の追補と見做す。質問の内容によっては回答に仕様内容等を含

     む場合もあることから、応募者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。
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年度末(～３/３１)までの電気料金の

み、通常のスケジュールに比べ早めにご

提出することは業務上対応が難しいです

が、了承いただけますでしょうか。

3月分の請求に関するご質問と理解いた

しました。優先交渉権者の決定後、協議

によるものとします。

請求書は電子請求書でありお客様マイ

ページからダウンロードしていただくこ

ととなります。ご了承いただけますか。

優先交渉権者の決定後、協議によるもの

とします。

マイページからダウンロードして入手可

能な請求書は、社印有もしくは捺印無し

の形式でご提供可能ですが、問題ござい

ませんか。

優先交渉権者の決定後、協議によるもの

とします。

東京電力エナジーパートナー株式会社が

料金を改定した場合や、市場価格の変動

又は経済状況等の変動があった場合は、

協議の上、契約単価等の変更可能です

か。

原則として、契約単価等の変更は行いま

せん。ただし、市場価格又は経済状況等

の著しい変動があった場合については、

別途、個別協議が可能です。

余剰電力売却仕様書８(６)「但し、受給

料金が発電側課金額を下回る月について

は相殺できないため、送配電事業者から

直接受注者へ請求されることとなる」と

ありますが、送配電事業者から受注者へ

支払った場合、受注者から発注者へ支

払った分を請求することは可能でしょう

か。

相殺できない場合は、送配電事業者から

直接受注者へ請求されることとなります

が、その請求分については、受注者が発

注者へ請求することが可能です。

   注）この質疑応答書は仕様書の追補と見做す。質問の内容によっては回答に仕様内容等を含

     む場合もあることから、応募者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。


